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（産業廃棄物実態調査、意識調査） 
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広島市産業廃棄物実態調査票【 その３】  

問１ 事業所から排出される廃棄物には、 産業廃棄物と一般廃棄物があります注。 何が産業廃棄物とな

るか等区分が分かりますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

注）産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物です。 
     燃え殻     汚泥      廃油      廃酸      廃アルカリ 
    廃プラスチック類ゴムくず    金属くず    ガラス・コンクリート・陶磁器くず 
   鉱さい     がれき類    ばいじん     
  紙くず１     木くず１     繊維くず１     動植物性残さ１

  動物系固形不要物１   動物のふん尿１   動物の死体１   産業廃棄物処理物 
        １は排出される業種が限定されています。  

     上記以外は一般廃棄物となります（事務所や店舗から排出される紙くず、生ごみなど）。 

問２ 産業廃棄物と一般廃棄物の処理方法の違い（ 排出方法、処理先、遵守事項など） は分かりますか。 該

 当する番号に をしてく ださい。  

問３ 貴事業所では、 産業廃棄物は発生しますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

問４ 貴事業所で発生する産業廃棄物の処理を業者に委託する場合、 廃棄物処理法第 12 条第５ 項、 第

12条の２第５項の規定に基づき、処分契約（ 排出者と収集運搬業者、排出者と処分業者間） を書面

により締結する必要があります。 書面による契約締結の義務があることをご存じですか。  

また、廃棄物処理法第12条の３第７項の規定に基づき、マニフェスト 報告（ 年に１回、貴事業所

における前年度に交付したマニフェスト  ２の交付等の状況を自治体に報告する制度）の必要があり

ます。 マニフェスト 報告の義務があることをご存じですか。  それぞれ該当する番号に をしてく ださい。 

 ２ マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に、産業

廃棄物の種類、数量、収集運搬業者名、処分業者名などを記載したマニフェストを交付し、産業廃棄物の流れ

を自ら把握・管理する仕組みです。

調査票番号 

１．分かる                ２．ある程度分かる 

３．よく分からない            ４．その他（           ） 

１．分かる                ２．ある程度分かる 

３．よく分からない            ４．その他（           ） 

 問４～問13の設問は産業廃棄物を排出している方にお尋ねします。  

（ 産業廃棄物を排出しない場合は問14へお進み下さい）

 １．発生する               ２．発生しない 問14へ 

 書面による契約締結の義務について 

１．知っている         ２．知らない 

 マニフェスト報告の義務について 

１．知っている         ２．知らない 
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問５ 貴事業所では、 産業廃棄物を委託処理する際、 電子マニフェスト  ３を使用していますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。  

 ３ 電子マニフェストとは、紙マニフェストにかわり、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業

者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。 

問６ 貴事業所では、 産業廃棄物の減量・ リサイクルに取り組んでいますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。  

問７ 問６で「 １ ． 取り組んでいる」 と回答のあった事業所にお尋ねします。  

   貴事業所において、 取り組んでいる事例を廃棄物の種類毎に具体的にご記入く ださい。  

廃棄物の種類 具体的な事例 

１．取り組んでいる        問７へ 

２．今後、取り組む予定である 

３．取り組んでいない（取り組む予定なし） 

４．その他（             ） 

１．利用している 

２．一部利用している 

３．今後利用する予定である 

４．紙マニフェストを使用している 

５．委託していない 

６．その他（           ） 

 電子マニフェストを利用していない理由について、該当する記号にをしてください。 

ａ．登録が面倒           ｂ．システムがよく分からない 

ｃ．コストがかかる         ｄ．委託先が参加していない 

ｅ．産業廃棄物の発生量が少ない   ｆ．その他（         ） 

 取り組んでいない理由について、該当する記号にをしてください。（複数選択可） 

ａ．人的な余裕がない      ｂ．取組に対して経費が見合わない 

ｃ．発生量が少ない       ｄ．取り組むのが面倒 

ｅ．どうすれば良いか分からない ｆ．その他（         ） 

問７の設問は、 問６で「 １．取り組んでいる」 に該当した事業者の方にお尋ねします。  

（ 問６で「 １．取り組んでいる」 に該当しない事業者の場合は問８へお進み下さい）
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問８  貴事業所から排出される産業廃棄物でリサイクルを行いたいのにできていないものはあります

か。   該当する番号に をしてく ださい。  

問９ 今後、 貴事業所からの産業廃棄物の発生量、 リサイクル量、 最終処分量（ 埋立量） は、 どのよう

になるとお考えですか。平成３０年度を基準として、令和５年頃の増減見込みについてお答えく だ

さい。  それぞれ該当する番号に をしてく ださい。  

問10 産業廃棄物の処理を委託する場合、貴事業所では、処理業者の選定をどのような基準で行ってい

ますか。  該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

問11 貴事業所で産業廃棄物を処理する上でどのようなことを行っていますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。 （ 複数選択可）  

１．ない 

２．ある 

その廃棄物の種類とできていない理由を記入してください。 

廃棄物の種類 できていない理由 

１．料金が安価な業者 

２．利用しやすい業者 

３．優良認定制度に認定された業者 

４．信頼性が高い業者 

５．リサイクルを行っている業者  

６．電子マニフェストに加入している業者 

７．委託していない  

８．その他（                 ） 

区分 

令和５年頃の増減見込み（基準：平成３０年度） 

減少 
（１割以上）

やや減少 
（数％程度）

ほとんど 
変わらない

やや増加 
（数％程度）

増加 
（１割以上）

景気次第な
ので分から

ない

発生量 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

リサイクル量 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

最終処分量 １ ２ ３ ４ ５ ６ 

１．マニフェストの交付 

２．収集運搬、処分の許可業者への委託 

３．委託業者の処理能力の確認 

４．最終処分状況の把握 

５．行政へのマニフェスト交付状況報告 

６．その他（                       ） 
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問12 平成29年末から、 中華人民共和国等海外における使用済プラスチック等の輸入禁止措置の影響

で、国内で処理される使用済プラスチック等の量が増大し、国内での処理施設での処理能力が逼迫

していると言われています。これらを踏まえ、現在貴事業所で廃プラスチック類の処理に影響はあ

りますか。   該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

問13 問12で「 ６．  保管量が増加した」 に をした事業者の方にお尋ねします。  

貴事業所における廃プラスチック類の保管量増加に対し、プラスチック製品の代用品の使用そ

の他のプラスチック製品を削減するための対策を講じていますか。   

 該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

 また、「 ５ . 特に対策は講じていない」に をされた事業者の方はその理由を記入してく ださい。 

１．受入制限されている       

２．有価売却できなくなった  

３．処理費用の値上げ、売却単価の値下げがあった 

４．品質の厳格化（混合物の除去、洗浄等）を求められた  

５．輸出先の変更や国内での処理等の必要性が生じた  

６．保管量が増加した       問13へ 

７．その他（                               ）  

８．特に影響なし 

問13の設問は、 問12で「 ６．保管量が増加した」 に該当した事業者の方にお尋ねします。  

（ 問12で「 ６．保管量が増加した」 に該当しない事業者の場合は問14へお進み下さい）  

１．紙類製品の使用       

２．ガラス類製品の使用  

３．プラ製品のリユース

４．その他（                              ）  

５．特に対策は講じていない  

対策をしていない理由を記入してください。
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問14 貴事業所では、廃棄物の排出状況の管理や排出抑制等の取組みを行うための責任者を設置してい

ますか。  該当する番号に をしてく ださい。

問15 廃棄物処理に関する情報（ 減量・ リサイクルの取組方法、リサイクル業者情報、法令等による遵守事項、報

告等の帳票・ 記載方法等） は十分入手できていますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

問16 廃棄物処理に関する行政の施策展開について、 改善してほしい点はありますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

１．十分入手できている 

２．一応入手できているが良く分からないところもある 

３．あまり入手できていない 

４．その他（             ） 

１．ホームページが分かり難いので改善してほしい 

２．産業廃棄物のみ一般廃棄物のみではなく、両方をあわせ、必要な事項の説明や情報の提

供をしてほしい 

３．減量・リサイクルの取組方法や適正処理についての説明会等を開催してほしい 

４．報告の電子化を進めてほしい 

５．報告内容を簡略化してほしい 

６．特になし 

７．その他（ ）

 知りたい情報について該当する記号にをしてください。（複数選択可） 

ａ．排出方法           ｂ．減量・リサイクルの取組方法 

ｃ．リサイクル業者情報      ｄ．法令等による遵守事項 

ｅ．各種報告様式・記載方法    ｆ．その他（           ）

 どのような形での提供が望ましいか、該当する記号にをしてください。（複数選択可） 

ａ．市ホームページに掲載     ｂ．講習会・研修会の実施 

ｃ．リーフレットの作成・配布   ｄ．事業所訪問等による個別説明 

ｅ．その他（          ） 

 以降の設問は全ての事業者の方にお尋ねします。  

設問は以上です。 ご協力ありがとうございました 

１．責任者を設置している  

２．責任者は設置していないが管理・取組を行う部署がある 

３．設置していない 

４．その他（                               ） 
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広島市産業廃棄物実態調査票【 処理業者に対する意識調査】  

問１ 貴事業所では、 電子マニフェスト を利用していますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

問２ 貴事業所では、 優良産廃処理業者認定制度の認定を受けていますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。  

問３ 貴事業所では、廃棄物処理に関する情報（ 遵守事項、法令の改正内容等） をどのような方法で入

手していますか。   該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

問４ 貴事業所では、産業廃棄物の処理に係る遵守事項など、法令に関する研修をどのように行い、ま

た、 社内で周知していますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

１ ． 利用している

２ ． 利用を予定・ 検討している

３ ． 利用していない

４ ． その他（                          ）

１ ． 認定を受けている

２ ． 認定を受ける予定がある

３ ． 認定を受ける予定はない

４ ． 認定制度のことをよく 知らない

５ ． その他（                         ）

 電子マニフェスト を利用していない理由について、 該当する記号に をしてく ださい。（ 複数選択可）

ａ ． 登録が面倒           ｂ ． システムがよく 分からない

ｃ ． コスト がかかる         ｄ ． 契約の相手方が利用していない

ｅ ． その他（           ）

 認定を受けてどのようなメリット があったか、該当する記号に をしてく ださい。（ 複数選択可）

ａ ． 仕事の受託が増えた      ｂ ． 見積りの依頼が増えた

ｃ ． 特に変化はない        ｄ ． その他（           ）

１ ． 自治体（ 市・ 県） のホームページ    ２． 国のホームページ

３ ． 市からの通知             ４． 業界団体からのお知らせ

５ ． その他（               ）

１ ． 社内で研修会を定期的に実施      ２． 必要に応じて責任者が指導

３ ． 社外のセミ ナーに参加         ４． 特に周知していない

５ ． その他（ ）

許可業者名 記入者所属 記入者氏名 電話番号 
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問５  排出事業者からの問い合わせ、 又は排出事業者サイドにおける問題点はどのようなものがあり

ますか。   該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

問６ 貴事業所における産業廃棄物の処理について課題や問題点はありますか。  該当する番号に をし

てく ださい。（ 複数選択可）  

問７  貴事業所における産業廃棄物の処理にあたり、 地域住民の理解を得るため、 どのような取組を

行っていますか。   該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

１ ． 排出事業者から契約書の記載内容や様式が分からないとの問い合わせがある

２ ．マニフェスト の記載にあたり、排出事業者から廃棄物区分が分からないとの問い合わせ

がある

３ ．マニフェスト の記載にあたり、排出事業者から廃棄物の排出量が分からないとの問い合

わせがある

４ ． 排出事業者が、 遵守事項（ 委託契約の締結、 マニフェスト 交付など） を知らない

５ ． 排出者責任の意識が希薄であり、 契約やマニフェスト 記載等を丸投げされる

６ ． 契約していない廃棄物の処理を依頼される（ 例： 契約は廃油のみだが、 金属く ずの処理もあわ

せて依頼される等）

７ ． 排出される産業廃棄物の分別が徹底されていない

８ ． 特にない

９ ． その他（                               ）

問い合わせが多いものを記入してく ださい。

１ ． 産業廃棄物の処理に地域住民の理解が得られない

 ２． 施設の新設・ 増設をしたいが、 用地が確保できない

 ３． 地域住民から騒音等についての苦情が寄せられる

 ４． 廃棄物の保管場所が足りない

 ５． 仕事量にみあう人員の確保ができない

 ６． 適正価格で受託できない

７ ． その他（                                  ）

１ ． 情報公開を積極的に行っている

２ ． 施設見学を受け入れている

 ３． 地域住民と協定を締結している

 ４． 地域活動へ参加している

 ５． 特に取り組んでいない

 ６． その他（                                  ）
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問８  貴事業所では、 産業廃棄物の適正処理を推進するため、 どのようなことに留意していますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。（ 複数選択可）  

問９ 廃棄物の受入状況は貴事業所の処理能力に対してどのような状況ですか。  該当する番号に をし

てく ださい。  

問１０ 貴事業所で、中間処理後に排出した廃棄物について、再生利用が可能と考えられるが、再生利

用を行っていないものはありますか。   該当する番号に をしてく ださい。  

１ ． 設備等の能力を超えた受注はしない

２ ． 車両の適正・ 安全な運行に努めている

３ ．危険性の高い廃棄物を扱う場合、従業員の安全の確保、環境への影響等に注意している

４ ． 許可更新や行政への報告等を遅滞なく 行っている

５ ． 委託契約書、 マニフェスト 等を適正に管理している

６ ．廃棄物の性状や排出方法等について排出事業者とのコミ ュニケーショ ンを十分に行って

いる

７ ． 業務の実施における注意事項、 手順書等を作成し、 従業員に周知している

８ ． 事故や災害被害にあった際の対処について、 手順や体制を決めている

９ ． 廃棄物の性状等を確認するため、 廃棄物データシート （ WDS） を利用している

10． 特に取り組んでいない

11． その他（                               ）

 収集運搬業のみの場合はここで終了です。  

以下の設問は、 処分業の許可を有している方にお尋ねします。  

１ ． 過剰である              ２． 適切である

３ ． 余裕がある              ４． その他（              ）

１ ． ない又は中間処理は行っていない

２ ． ある

その廃棄物の種類と行っていない理由・ 要因を記入してく ださい。  

廃棄物の種類 行っていない理由・ 要因 

185



問１１ 平成29年末から、中華人民共和国等海外における使用済プラスチック等の輸入禁止措置の影

響で、 国内で処理される使用済プラスチック等の量が増大し、 国内での処理施設での処理能力が

逼迫していると言われています。貴事業所では、どのような影響がありましたか。また、その影響

にどのように対応していますか。    該当する番号に をしてく ださい。

問１２ 貴事業所で受け入れている産業廃棄物の中で、 処理に困っているものはありますか。  

 該当する番号に をしてく ださい。  

問１３ 貴事業所において、最終処分場での処分量を減らすために取り組んでいることがありますか。

あれば具体的に記入をお願いします。  

設問は以上です。 ご協力ありがとうございました 

１ ． 特に影響はない

２ ． 影響がある

その影響は、 どのようなもので、 どのような対応を行いましたか。 具体的に記載して下さい。

影響の内容 その対応策 

１ ． ない

２ ． ある

その廃棄物の種類と困っている理由を記入してく ださい。  

廃棄物の種類 困っている内容 困っている理由 

例： 中間処理物をセメント 原材料の一部として再生利用する。

細かく 分別を行うことにより資源化量を増やす（ 処分量を減らす。）  等
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